
■巣を作らせないために
枝を剪定し二股にすることで防ぎやす
くなります。また、ハンガーなど巣材
に使われそうなものを野外に放置しな
いようにしましょう
■巣を撤去したい方は
市では民有地の巣の撤去は行っていま
せん。巣を作られた土地の管理者など
が専門の業者にご相談ください　※卵
やヒナのいる巣の撤去には鳥獣保護管
理法における許可が必要
■電柱に巣を見つけたら
停電事故を防ぐため、ほくでんネッ
トワーク道央南統括支店J0120（06）
0852にご連絡ください。道路や河川
沿い、公園における巣のご相談につい
ては各管理者にお問い合わせください
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
I環境生活課　J（32）6331

LINE「苫小牧ごみナビ」で
収集日通知が始まりました

LINEアカウント「苫小牧ごみナビ」と
「苫小牧市」の2つを友だち追加し、地
域を設定すると、ごみ収集日の通知が
届きます　※苫小牧市LINE公式アカ
ウントの受信設定必須
Iゼロごみ推進課　J（55）4266

令和8年度介護保険料
@I保険年金課　@J（32）6418

令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円
に引き上げられました。令和8年度の介護保険料の算定に限り、国の指針に基
づき改正前（55万円）の控除額で計算を行います。市民税が非課税となった方で
も、介護保険料上は課税として扱われる場合があります
※世帯員の課税・非課税の判定も同様の計算

 介護保険料決定通知 
65歳以上の方の介護保険料決定通知を6月中旬に発送します  基準額 69,406円（年額）

（　）内は公費負担による軽減前の金額

所得段階 対象者 算定式 保険料年額（百円
未満切り捨て）

第1段階

生活保護・中国残留邦人など支援給付の受給者または世帯全員が
市町村民税非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している方 基準額×0.285

（基準額×0.455）
19,700円

（31,500円）
本
人
が
市
町
村
民
税
非
課
税

同じ世帯にいる方
全員が市町村民税
非課税

本人の課税年金収入額と合計所得金
額（※2）の合計が82.65万円以下の方

第2段階
本人の課税年金収入額と合計所得金
額（※2）の合計が82.65万円を超えて
120万円以下の方

基準額×0.485
（基準額×0.685）

33,600円
（47,500円）

第3段階 第1段階、第2段階に該当しない方 基準額×0.685
（基準額×0.690）

47,500円
（47,800円）

第4段階 同じ世帯に市町村
民税課税者がいる

本人の課税年金収入額と合計所得金
額（※2）の合計が82.65万円以下の方
第4段階に該当しない方

基準額×0.900 62,400円

第5段階 基準額×1.000 69,400円
第6段階

本
人
が
市
町
村
民
税
課
税

本人の合計所得金
額（※1）が

120万円未満の方 基準額×1.200 83,200円
第7段階 120万円以上210万円未満の方 基準額×1.300 90,200円
第8段階 210万円以上320万円未満の方 基準額×1.500 104,100円
第9段階 320万円以上420万円未満の方 基準額×1.700 117,900円
第10段階 420万円以上520万円未満の方 基準額×1.900 131,800円
第11段階 520万円以上620万円未満の方 基準額×2.100 145,700円
第12段階 620万円以上720万円未満の方 基準額×2.300 159,600円
第13段階 720万円以上の方 基準額×2.400 166,500円
※ 1 合計所得金額とは、収入から公的年金控除額などの必要経費を差し引いた額。ただし土地売却などにより譲渡所得
の特別控除がある場合は、合計所得金額からその控除額を除いた額
※2 ※1の合計所得金額から年金所得額を除いた額

 介護保険料の減額 
 対象 低所得により保険料の納入が困難で以下の要件を全て満たす方
●保険料所得段階が第１段階以外●世帯の年間収入の合計額が一人世帯140万
円以下、二人世帯200万円以下（以降一人増えるごとに60万円加算）●世帯の預
貯金の合計額が一人世帯140万円以下、二人世帯200万円以下（以降一人増える
ごとに60万円加算）●居住している以外の不動産を所有していない（固定資産税
評価額100万円以内は除く）●別世帯課税者の税の扶養親族または医療保険の被
扶養者になっていない●介護保険料を滞納していない
 必要書類 ●6月中旬発送予定の令和8年度介護保険料決定通知か納入通知書兼納
付書●令和7年の世帯全員の収入が分かる書類（年金振込通知書、年金支払通知
書、源泉徴収票など）●世帯全員の預貯金通帳（令和7年１月以降の記載がされ
たもの)●本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証など）　
 申請受付 6月15日㈪～30日㈫　※期限を過ぎても随時受け付けますが、納期を
過ぎた保険料は減額できません
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